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今月の新着図書 Newly-imported books

そら豆ご飯を炊いたり、梅
干しや新生姜を漬けたり、
栗をコトコト煮込んだり。
日本で暮らした 1 年は料
理三昧の日々でした。当た
り前すぎて気がつかなかっ
た大切なことを綴った人気
エッセイ。

昨日のパスタ昨日のパスタ

小川　糸/著小川　糸/著

おやつ24せっきおやつ24せっき

来迎　純子/作来迎　純子/作

図書館情報

ゆ～とぴあ  NEWS

『アウトドア特集』コーナー
　外で過ごすのが気持ちのいい季節になりました。キャンプの楽しみ方、焚火
の仕方から星空観察や外遊びの方法など、アウトドアを楽しむさまざまな資料
と、「北海道の山の花」写真を展示中です。
期　間　7 月 20 日㈭まで

フランス仕込みのキッシュとタルト・おいしいピッ
ツァ生地が作りたい、とおもったら・チーズのケー
キとお菓子季節のレッスン 50・魅力あふれるうる
わし古都奈良へ・94 歳、自撮りおばあちゃん（西
本喜美子）・2035 年の中国（宮本雄二）・京都祇
園もも吉庵のあまから帖 1 ～ 6（志賀内泰弘）・よ
き時を思う（宮本輝）・第三の極地（マーク ･ シノッ
ト）　ほか

よるのどうぶつえん（おかだこう）・おかしのまち
のおかしなはなし（いわさきさとこ）・ねこのおふ
ろや（くさかみなこ）・きょうの猫村さん 10（ほ
しよりこ）・キジトラ猫の小梅さん 21 ～ 23（ほ
しのなつみ）・コアラ絵日記 2（ゆあみ）・マロニエ
王国の七人の騎士 6 ～ 7（岩本ナオ）・夢の雫、黄
金の鳥籠 12 ～ 17（篠原千絵）　ほか

春夏秋冬をもっと細かく分
けた「二十四節気」。立春
から夏至、秋分、大寒まで、
暦の上でどんな頃なのかを
解説し、その季節のおいし
い食べ物や情景をイラスト
で紹介する、一年を楽しむ
絵本です。
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読書感想文を募集しています
　雄武町図書館「雄図ぴあ」では第 45 回読書感想文コンクールの開催に際し、
小説・童話・伝記・詩歌・紀行文などの感想文（雑誌・教科書を除く）を募集
しています。
応募資格　町内の学校に通学する小学３年生以上の学生および一般町民
応募点数　感想文　１人１点
字数・用紙　「４００字詰めＢ４縦書き原稿用紙」を使用してください。
・小学校３、４年生の部、５、６年生の部　1,200 字以内
・中学生の部 / 高校生、一般の部   2,000 字以内
応募締切　8 月 31 日㈭　17 時必着
提出・連絡先　雄武町図書館「雄図ぴあ」

暮らしの

年金情報国民年金保険料の納付が困難なときは免除・納付猶予申請が可能です

問住民生活課戸籍住民係　
問北見年金事務所国民年金課　☎0157‐ 25‐ 8703（自動音声案内2→ 2）

◉国民年金保険料の免除・納付猶予制度について
　保険料免除制度とは
　　所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合に、ご本人から申請書を提出していた
　だき、承認されると保険料の納付が免除になります。
　　免除される額は、「全額」、「4 分の 3」、「半額」、「4 分の 1」の 4 種類があります。
　※免除された保険料は、10 年以内であれば後から納めること ( 追納 ) ができます。追納すると、保険料
　　を全額納付したときと同じになります。（詳しくは広報おうむ 6 月号に掲載しています。）

◉失業などによる特例免除
　失業した場合も申請することにより、保険料の納
付が免除や猶予となる場合があります。免除、納付
猶予申請書を提出される際は次の書類が必要です。

（申請は毎年必要）
・雇用保険の被保険者であった人が失業などによる
　申請を行う場合（雇用保険受給資格者証、雇用保
　険受給資格通知、雇用保険被保険者離職票など）
・事業の廃止または休止の届け出を行っている人が
　失業などによる申請を行う場合（厚生労働省が実
　施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書および
　申請時の添付書類）

◉産前産後期間の免除制度について
　国民年金第 1 号被保険者は、出産予定日が属す
る月の前月から 4 か月間は保険料が免除になり
ます。
　免除された期間も保険料を納付したものとして、
将来受け取る年金額に反映されます。
※出産には妊娠 85 日以上の死産、流産、早産を含
　み、多胎の場合は免除期間が長くなります。
　すでに免除手続きや納付をしていても届け出がで
きますので、必ず市 ( 区 ) 役所または町村役場に届
け出してください。（保険料を納付している場合は
後日返却）

　保険料納付猶予制度とは
　　20 歳から 50 歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、ご本人から申請書を提
　出いただき、承認されると保険料の納付が猶予されます。

▶申請方法
　申請先
　・住民登録をしている市 ( 区 ) 役所、町村役場
　・お近くの年金事務所
　必要な添付書類
　・基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳の
　　コピーなど
　・失業などによる申請の場合は「失業等による特
　　例免除」に記載している書類
　申請期間
　・各年度の７月から翌年６月までの保険料が対象
　　です。
　・過去の期間は、申請時点から２年１か月前まで
　　さかのぼって申請できます。

▶届出方法
　届出先
　・住民登録をしている市 ( 区 ) 役所・町村役場（郵
　　送でも手続き可能）
　必要な添付書類
　・母子健康手帳等（出産後は、市区町村で確認　
　　ができる場合は不要）
　※郵送で届出書を提出する場合は、出産予定日が
　　確認できるページのコピーを添付してください。
　届出期間
　・出産予定日の６か月前から届け出可能です。
　　お早めの届け出をおすすめします。なお、出産
　　後も届け出可能です。

　手続きをするメリット
　・免除の割合に応じて、一定の年金額が保証されます。例えば、全額免除の期間は、保険料を納めなくて
　　も年金額が２分の１保証されます。
　・ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることがで
　　きます。


